
別紙 1 会議記録 (1)

会議名称 北本市庁舎建設委員会

開会及び

閉会 日時

平成 22年 10月 13日 (水)

午前 9時 00分 ～ 12時 00分

開催場所 文化センター第 1・ 2会 議室

議長氏名 委員長 高 岡 輝 夫

出  席

委員(者)

氏  名

1号 委員

2号 委員

3号 委員

4号 委員

5号 委員

現王園孝昭、福島忠夫

高橋伸治、加藤信利、原田信美

高岡輝夫、和田 博

黒葛原武昭、野地恵美子

下田正幸    ・

欠  席

委員(者)

氏  名

1号 委員 吉 住武雄
2号 委員 秋 山信義、染谷 日菜
4号 委員 矢 部龍治
5号 委員 小 尾富士雄

説明者の

職 氏 名

北本市政策推進課 :

安井建築設計事務所 |

三橋浩範、久保岡J
:村松弘治、木村直人、小堤卓

事務局職

員職氏名

北本市総合政策部長 :

政策推進課長 :

政策推進課主幹

政策推進課主査

谷澤暢

町田浩一

:三橋浩範
:久保岡J

ヽ
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別紙 1 会議記録 (1)

資料 1 基 本構想 よりの新庁舎建設の経緯について

資料 2 北 本市新庁舎建設基本設計業務公募型プロポーザル

の審査結果及び審査講評について

資料 3 北 本市新庁舎建設基本設計業務 提 案概要書

資料 4 今 後のスケジュールについて
・庁舎建設基本設計発注に向けた条件整理に関する報告書
・地震による建物の倒壊危険度に関する考察
・北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のための実態調査業務
報告書

配布資料
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発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

会議記録 (2)

司会進行 事 務局 (北本市政策推進課長)町 田 浩
一

1 開 会
・本会議は原則公開 とい うことになっていますが、

方はい らつしゃいませんので報告いた します。

なお、新年度にあた り委員の交代があ りましたこ

させていただきます。

2号 委員の菅野委員に代わ りま して、秋山信義 さ

代わ りま して高橋伸治さま、牛山委員に代わ りま

利 さまが委員 とな ります。

また、 3号 委員 も下田副市長が今年度より委員 と

本 日は傍聴の

とか ら、紹介

ま、勝委員に

して、加藤信

な ります。

2 あ い さつ

一委員長あいさつ、省略―

3 議 題
・続 きま して、本 国の議題に入 ります。
・委員会規則第 5条 に委員長が会議の議長 となる旨規定 してお り

ますので、委員長に議長をお願い します。

・それでは、議題に入 ります。

議題 「(1)基 本構想か らの経緯について」事務局 より説明

をお願い します。

・議題 に入る前に、市の職員が異動 となっているので、事務局の

紹介 と、前回の委員会で市の中で専門部会等の設置を行つて検

討を行 うとなっていたこと、また市民へのアンケー トを行 うと

していたがその事についての報告をお願い したい。
・前回の会議 より期間があいてお り、当初の話か らすると、市役

所を含 め意見がでた ら、その意見をまとめた上で、プランニン

グをして入札 とするといつた事だ と認識 していたが、現在の状

況がここまで進んで しまっているので、その経緯を先に説明 し

ていただきたい。

本来は、事務局の
｀
自己紹介等 も必要だ と考えてお りま したが、

時間の制約 もあ りま したので、省略 させていただいてお りま し



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

黒葛原委員

議長

黒葛原委員

議長

事務局 (谷澤)

事務局 (三橋)

議長

各委員

議長

た。

しか し、御指摘のとお りだ と思いますので、事務局か ら自己紹

介をお願い します。

また、答申をした後 も庁舎建設計画について委員会への連絡等

をお願い していた経緯 もあ りま した。

・市で庁内にチームを設置 して検討を行い、それを反映 させ る、

また、アンケー トを取ってそれ も反映 したい とい うことで、そ

れを委員会に説明をするとい うことであつたので、その事につ

いて説明 してもらいたい。

。その部分ついては、議題の中で説明をお願い したい と考えてお

りますが、委員会 としては、答 申を終えているとい う経緯 もあ

ります。

・それは、理由にな らないと考えます。 これだけの規模の事業を

行 うには、情報提供が必要であ り、答申以降にやるといつた事

について、なにもない中で、もともと予定よりも遅れている中

で、影響 もあると思われないので、急いでここまで進めること

に、不思議な感 じが します。

・御意見について事務局から説明等をお願いいた します。

。まず、 4月 1日 より政策推進課長をはじめ異動がございました

ので、 自己紹介をさせていただきます。

それ と今 日までの経過 とい うことでございますが、議題の中で

説明させていただきます。

一事務局 自己紹介、省略―

・それでは経緯について説明をさせていただきます。

一資料-1に 沿つて説明―

・事務局よ り説明をいただいたことについて御質問ございますか。

―各委員か ら質問な し―

・次に 「(2)北 本市新庁舎建設基本設計業務設計者選定プロポー
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発 言 内 容 決 定 事 項

事務局 (久保)

冊安井建築

議長

黒葛原委員

事務局 (久保)

会議記録 (2)

ザルについて」、事務局より説明をお願い します。

・(2)北 本市新庁舎建設基本設計業務設計者選定プロポーザルに

ついて ア  プ ロポーザルの経過及び審査結果報告について説

明いた します。
―資料-2に 沿つて説明―

・つづきまして、イ 最 優秀者技術提案書説明について、基本設

計委託者 とな ります、株式会社 安 井建築設計事務所 東 京事

務所か ら技術提案書について説明をいた します。

なお、技術提案書の階数です とか平面計画等については、その

まま基本設計案 となるものではございません。その考え方や方

針により最優秀者 となったものとな ります。それでは、説明を

お願い したい と思います。

―プロジェクター と資料-3に 沿つて説明―

・事務局 より説明をいただいたことについて御質問ございますか。

・質問ですが、当初の計画案か らすると、今のプランは、配置、

高さ等が違います。

また、児童館については、別に考えるとい うようになっていま

したが、今のプランです と配置 されていますが、その経緯につ

いて説明 してもらえますか。

・児童館につきま しては、基本計画では同棟 も含めて検討を して

いくとなってお りま したが、議題 1で もあ りま したとお り、庁

舎建設特別委員会か ら、庁舎敷地内の別棟 として設計与条件に

加えるとの方針がでま して、市議会でも決議 されてお ります。

その決議に基づきま して、庁舎建設基本設計発注に向けた条件

整理に関す る報告書の中で、児童館 についての考え方を整理 し

てお ります。

庁舎の基本設計の中で、庁舎敷地内で行 う児童館についても係

わつてきますので、技術提案書の条件に加 えたものとなってい

ます。

児童館の基本設計については、庁舎の基本設計には含 まれてお

りませんので、あくまでも配置計画について提案 していただい

たもの となってお ります。

なお、配置計画は決定 している訳ではございませんので、今後、

庁舎 と児童館の基本設計を進めるなかで、どちらの施設 もよい



発 言 内 容 決 定 事 項

議長

原田委員

側安井建築

原 田委員

議長

事務局 (町田)

原 田委員

現王 園委員

事務局 (久保)

現王園委員

事務局 (久保)

黒葛原委員

事務局 (町田)

原田委員

会議記録 (2)

条件 となるように、検討をしていきたい と考えてお ります。

・他にございますか。

・駐車場ですが、現状からすると提案は狭い感 じが しますが、 ど

のくらいの台数があ りますか。

・基本計画に 150台確保することが条件 となつています。

・職員駐車場 と記載 されていま したが、それを含めてとい うこと

ですか。

今の説明だ と、職員駐車場を含めて とい うことであ りましたが。

・職員駐車場 とい うことで したがそ うではないとい うことですか。

・職員駐車場 とい う表記であ りましたが、あくまでも公用車駐車

場 とい うことでございま して、
一般駐車場を含めて 150台 とい

うこととな ります。

・現在の駐車台数 と同 じくらいは確保できるとい うことですか。

・公用車はいろいろあ りますが、現在何台あ りますか。

・公用車は、現在 57台 あ ります。

・57台 あるのであれば、駐車場が足 らなくないですか。

・駐車台数につきま しては、基本計画に記載 してお りま して、既

存が 120台程度 しかありません。基本計画では 150台程度 しか

確保できない とい う検討結果 となってお りますので、それに基

づきま して技術提案 をしていただいているとい うことであ りま

す。

・職員はどこに駐車するようにな りますか。

・車通勤者につきま しては、別敷地に駐車 してお ります。

・現在、第 4庁 舎の前にねポた倉庫はどうな りますか。
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事務局 (町田)

高橋委員

事務局 (久保)

黒葛原委員

事務局 (久保)

黒葛原委員

会議記録 (2)

発 言 内 容 決 定 事 項

・ねポた倉庫は移設する予定 となってお ります。

・前任の勝委員か らは低層がいい との引継 ぎを受けているが、今

回の提案は低層であると思われ るのでその点はいい と考えます
が、基本計画では、延べ面積が 8,500ポ で第 4庁 舎 も利用でき

れば、縮減 もできるのではないか との事であったようですが、
今の考えでは何ぱぐらいを想定 していますか。

・基本計画等か ら今回の案について差異があれば、事務局か らお

願い します。

・基本計画では、具体的な配置計画の図面等はございませんので、
技術提案書 との差異があるとい うことはない と考えてお りま

す。

延べ床面積の考え方につきま しては、基本計画の 8,500ポ が上

限値 として考えてお ります。

・技術提案書の面積は何ポですか。また、第 4庁 舎は含まれてい

ますか。

・8,100ぱ となっていまして、第 4庁 舎は含まれてお りません。

・第 4庁 舎を含めて、自分達が言つている 8,500ぱ 以下での基本

設計 としてほ しい。

それでも、人 口減等を考えると大きいとのことか ら、将来面積
を調整する意味で、第 4庁 舎は解体すればいい とい う話であ り
ま した。

最初か らオーバーをしたものを作るとい うことは、私は疑間で

あると考えます。
これか ら行 う基本設計の中で検討 をしていただきたい と思いま

す。

・庁舎の位置が、委員会で検討 したものと違 うとい う形になって
いる。また、面積についても変わっているとい う事ですが、そ
の他にもなにか変更 となっていることがあ りますか。

b委員会か らの答申との差異ですが、第 1モ で計画の前提条件 と
して、黒葛原委員か らご意見のあ りま と′■、少子化、人 口減少

事務局 (町田)



会議記録 (2)

発 言 内 容 決 定 事 項

が予想 され るので、その事を考慮することとなってお りますの

で、今後の基本設計の中で検討 していきたい と考えてお ります。

また、災害復旧拠点 としての役割を果たす庁舎につきま しては、

満た していると考えてお ります。

第 2章 の整備の方向性の検討につきま しては、 (1)で 華美にな

らないようにとのことでございますが、今回の技術提案書につ

いては華美でない との認識であ ります。

(2)の 文化センター との連携についても考慮 されてお ります。

(3)の 将来の合併に対応できるものにつきま しても、フレシキ

ブルに利用できる提案 となってお りますので、対応 してお りま

す。

(4)ユ ニバーサルデザインにつきましても、配慮を行 う提案 と

なってお ります。

(5)緑化の推進につきま しても、環境負荷低減への提案がでて

お ります。

また、第 3章 で新庁舎の規模の検討につきましては、8,500ポ

に捉われず検討 していきたい と考えてお ります。

(2)、(3)の 第 4庁 舎等の活用、文化センターの連携につきま

しても配慮 した提案 となってお ります。

第 4章 の配置計画の検討 とい うことで、(1)の 歩行者 と車の動

線につきま しては、分離 されてお ります。

(2)近隣住宅の圧迫感、日照、通風の配慮につきましてもビル

風の影響等 も検討 した提案 となってお ります。

(3)仮設庁舎の設置を可能な限 り縮小することとなってお りま

すが、今回の提案は、仮設庁舎を設置 しない提案 となってお り

ます。

第 5章 の事業費及び財源の検討 とい うことで、 (1)で25億 円の

庁舎建設基金内での建設を目指す こととなってお りますが、あ

くまでも提案 とい うことでございますが、25億 円以内の提案 と

なってお ります。今後、基本設計の中で、環境配慮により事業

費が上がった場合等にはt説 明をいた しま して御理解を得てい

きたい と考えてお ります。

また、第 6章 の市民意見の反映につきましては、庁舎建設特別

委員会から提出があ り議会で決議 されま した、協議会等を設置

しま して情報提供等を行いなが ら市民意見を反映 していきたい

と考えてお ります。

第 7章 での、今後の検討につきま しても、引き続 き検討を進め

ていきたい と考えてお ります3
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発言者

原田委員

事務局 (久保)

事務局 (久保)

原 田委員

事務局 (久保)

原田委員

議長

和国委員

事務局 (久保)

和国委員

会議記録 (2)

文化センターの展示ホールを利用す るのに、抽選でなかなか利

用でなきない状況なので、同 じようなものを新庁舎に作るよ う

に要望等 もでていた と思います。

市民ホールが記載 されていますが、そのような利用計画があ り

ますか。

市民ホールにつきま しては、基本計画にも記載 されてお ります

ので設置す る方向で考えてお りますが、利用方法につきま して

は、協議会等におきまして、ソフ ト面の提案 もいただければ と

考えてお ります。

市民ホール等は、市民のみなさまに利用 していただ くスペース

として考えてお ります。

先程の説明では、市民相談の窓 口もとい うことであ りますが、

それ らを併せて市民ホール とい う位置づけで しょうか。

市民相談の窓 口につきま しては、災害時の機能 として とい うこ

とにな ります。

展示ホールに変わるものを設置す るとい う方向でよろしいです

ね。

先程か らあ ります ように、規模縮小が必要 とな りますので、今

後、その検討 も含めて基本設計を進 めてまい ります。

是非作った方がいい と考えますので検討 してください。

その他 ございますか。

先程の 8,100ポ については、児童館 を含んでいますか。

児童館は含まれてお りません。

児童館が北側に配置 されていますが、子供達が使用す る施設に

な りますので、 日照等についてはどうい う考え方 となっていま

すか。

児童館につきま しては、今後、 日F官のシュミレーシ ョンを行い

ますが、配置案の場所につきま しては、あま り新庁舎の影響が

9

発 言 内 容 決 定 事 項

冊安井建築



黒葛原委員

事務局 (久保)

黒葛原委員

事務局 (久保)

黒葛原委員

冊安井建築

黒葛原委員

会議記録 (2)

少ない場所であると考えてお ります。

また、 ト ップライ ト等を利用 して計画を行えばと考えます。

この児童館の配置での最大の特徴は、緑に面 していることであ

ります。

この提案では、近隣に近接 した計画 してお りますが、近隣への

対応や説明は行っていますか。

これはあくまでも技術提案書 となつてお りますので。

提案書 といっても、費用も係 りますので、将来は実施の方向に

行かない と、何度 も提案 してもしょうがない。

技術提案書は、基本設計者を選定するためのものであ りますの

で、具体的に何メーター離れている等はございませんので、基

本設計の中で、検討を行い近隣説明等によりま して、御理解を

得 られるように進めてまい りたい と考えてお ります。

緑のひろばが北側になつていますが、 日照を考えると南側に配

置 した方がいい と考えます。提案を大きく変えることは難 しい

とは思いますが

プロポーザルの技術提案書にな りますので。

もちろん、技術提案書 とい うこ

れたものを大きく変えてしま う

か とい う風にな りますので、そ

りません。

とは理解 していますが、提案 さ

と、いつになった ら決定するの

ういった話は してもらいたくあ

側安井建築 もちろんプロポーザルの提案書は、
一番良い と考えるものを提

案 させていただいてお りますので、否定することはあ りません

が、ただ、問題等があるのであれば検討する必要もあ りますの

で、これか ら修正する場合 もございます。

黒葛原委員 この説明をしていただいた技術提案書は、委員にはいただけな

いので しょ9か 。

配布 された概要版だけだと、理解できない と思いますが。
|
|

技術提案書については、コピーをして配布等は行ってお りませ |

発 言 内 容 決 定 事 項

事務局 (久保)|
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黒葛原委員

高橋委員

議長

和田委員

黒葛原委員

福島委員

会議記録 (2)

発 言 内 容 決 定 事 項

ん 。

技術提案書については、設計者の考え方に基づいて提案 された

ものですので、基本設計は市民の意見等 も踏まえま して策定を

行いますので、技術提案書を配布す る予定はあ りません。

・配布 された概要版だけだと、やは り内容が想像できない。

委員会の今までの検討 したもの と違 うものとなっているので、

基本設計をこういった方向性で検討 を始めた とい う理解 してお

くための資料 としては、私 としては、いただきたい と考えてお

ります。

・この段階で市民に公開するとい うわけにはいかない と思い ます

が、この案は、この委員会だけでな く商工会にはこの分野の専

門家 もお りますので、できれば商工会にも説明 していただけれ

ばと思います。

・他の委員のみなさまからご意見はあ りませんか。

私は、昨年まで埼玉県にいま して、がんセンターをプロポーザ
ルで行つていましたが、その時は、概略だけ発表を してお りま

す。

事務局が懸案 していました とお り、誤解 を与える場合 もあ りま

すが何 らかの形で、情報を示す必要があると考えます。

もつと情報を公開 してい くことが必要だ と思いますので、全部

公開 しろとい う事ではないですが、もつと意見を聞いて進める

方がいい と考えます。

用途地域の変更もあると思いますが、その手続 きの中で、近隣
の方には詳細な説明も必要だ と考えますが、その時には当然 こ

の計画 も示す必要があると考えますので、全面 とい うわけには

いきませんが、公開をするようにお願いをしたい と思います。

公開をした方がいい と思います。

和田委員がお話のように、資料の作成方法だ と考えます。

ただ、大きな変更により誤解 を招いて しま う場合 もあるので、

その説明ができるのであれば公開 した方がよい と考えます:

なるべ く速やかに各委員の意見に沿 うような形で検討 して 、ヽた

■
■

■
上



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

高橋委員

議長

事務局 (久保)

議会

高橋委員

事務局 (久保)

高橋委員

事務局 (久保)

原 田委員

事務局 (久保)

原田委員

事務局 (町田)

だきたい と思います。

他に御意見等 ございますか。

今後のスケジュールを聞いてか らに したい と思います。

それでは、次に 「(3)今 後のスケジュールについて」 として、

事務局より説明をお願い します。

一資料-4に 沿つて説明―

事務局より説明をいただいたことについてご質問ございますか。

市民参画的な部分についてはどうですか。

協議会等の公募を広報きたもと 12月号に掲載する予定 となって

お ります。

公募による市民、行政、各種団体の代表者等によつて構成 され

る協議会を設置いた しまして、基本設計に参画 していただき進

めていきたい と考えてお ります。

これは、諮問答 申をする審議会 とい う位置づけですか。

協議会 とな りますので、諮問答申を行 う機関ではございません。

協議会では、市民ホール、市民広場等が中心 となると考えます

が、使い方等も含めまして、話 し合いを行い、基本設計を進め

てい くものと考えてお ります。

この庁舎建設委員会があ りますが、新たに協議会を設置する必

要性、関係性は どうな りますか。

協議会では、庁舎建設委員会 より多 くの団体の方に参加 してい

ただき、意見を集約 したい と考えてお ります。

人数は どのくらい考えていますか。

最低でも 35人程度 と考えてお ります。

基本的には、福祉団体です とかすべての団体から参加 していた

だきたい と考えています。

12



原 田委員

事務局 (町田)

黒葛原委員

事務局 (町田)

黒葛原委員

事務局 (町田)

黒葛原委員

各委員

議長 意見がないよ

Ⅲ。

会議記録 (2)

発 言 内 容 決 定  事  項

人数が多い とい うことは、意見がまとま りづ らい部分 もあると

思いますが。

基本的には、市民の利用す る部分について意見をお伺いす るも

の となると考えてお ります。

また、例えば、近隣からの要望により基本設計案か ら配置の変

更を行つた場合で事業費が上がって しま う場合などには、協議

会で御意見をお伺い したい と考えてお ります3

・庁舎建設委員 としての任期は 11月 だと思いますが、庁舎建設委

員会は今後 どうな りますか。

先程のスケジュールではあ りませんで したが、今後の委員会に

ついて事務局か らお願い します。

任期は 11月 25日 となってお りますが、今後答 申を行 うといっ

た事はないものと考えてお ります。

これか ら設置 します協議会に入つていただ く等も含めま して委

員長 とも相談 させていただき、検討 を行っていきたい と考えて

お ります。

委員会は、時期がきた ら任期が終わ りますので、新たに設置す

る協議会に参加するとい うことになると思いますが公募の方法

についてはどうなっていますか。

公募の方法については、検討 しているところであ ります。

前回の委員会で、継続 して係わつていきたい とい うことであ り

ま したので、委員会が協議会へ継続するか等については、通知

をお願い したい と思います。

協議会については、広報誌に掲載 されるかもしれませんが、委

員にはその連絡をお願い します。

次に 「(4)そ の他」 としま して、なにかございますか。

―特に意見な し―

うで した ら議題については終='としたい と思いま |
|

― 一 ― 一 一 一 一 一 一 一 一 ― ―    ― ― ―                                     」
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

事務局 (町田)

現王園委員

長時間にわた り、熱心に御審議いただきま してあ りがとうござ

いま した。予定 されていた議題については全て終了いたま した。

以上で議事を終了させていただきます。御協力あ りがとうござ

いま した。

進行を事務局に戻 します。

4 閉 会
・本 日予定 したものは全て終了いた しました。あ りがとうござい

ま したと

それでは閉会にあた りまして、副委員長 よリー
言にお願い しま

す。

―副委員長あいさつ、省略―

― 閉会―

議事の概要を記載 し、その相違なきを証するためここに署名する。

平成,pu年ノタ月ノ7日

議長Iら公 粋た
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資料１ 

 

基本構想よりの新庁舎建設の経緯について 

Ｈ19.3.27 
「北本市庁舎建設基本構想」北本市庁舎建設委員会より答申 

Ｈ21.3.31 「北本市庁舎建設基本計画（案）」北本市庁舎建設委員会より答申 

「北本市庁舎建設基本計画」策定 

Ｈ21.6.23 
「地震による倒壊危険度調査の検討に関する決議」庁舎建設特別委員

会、市議会の決議 

 ・現状の危険性を明確に把握し、地震による被害から市民及び市職

員を保護するため、庁舎の倒壊危険度調査を検討すること。 

Ｈ21.7.27～ 
「北本市庁舎建設基本設計業者選定支援業務委託」の業務委託 

 ・庁舎建設基本設計発注に向けた条件整理 

 ・地震による建物の倒壊危険度調査 

Ｈ21．7.30 
平成２１年度第１回北本市庁舎建設委員会 

⑴庁舎建設の検討状況及び今後のスケジュールについて 

⑵庁舎建設検討専門部会の設置について 

Ｈ21.10.21 北本市庁舎建設委員会 

 福生市庁舎視察 

Ｈ22.2.28 
緊急雇用創出事業の「北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のため

の実態調査業務」業務完了  

 ・既存庁舎のレイアウトや執務室の環境改善課題を明確化するため

の業務委託 

Ｈ22.3.19 「庁舎建設基本設計にかかる設計与条件の整理を求める決議」庁舎建

設特別委員会、市議会の決議 

 ・庁舎敷地内に別棟として児童館を整備すること。 

 ・第４庁舎の活用を設計与条件に盛り込むこと。 

「北本市庁舎建設基本設計業者選定支援業務委託」の中で、児童館及

び第４庁舎の活用についての条件整理を行う。 

Ｈ22.3.31 
「北本市庁舎建設基本設計業者選定支援業務委託」業務完了 

  地震による建物の倒壊危険度に関する考察 

庁舎建設基本設計発注に向けた条件整理に関する報告 



資料１ 

 

Ｈ22.4～5 
北本市新庁舎建設基本設計者選定プロポーザル実施要綱策定 

北本市新庁舎建設基本設計者選定委員会の設置 

Ｈ22.6.1 
北本市新庁舎建設基本設計者選定プロポーザル公示 

 ※児童館及び第４庁舎の考え方については、庁舎建設基本設計発注

に向けた条件整理に関する報告書を基本計画の補完資料として、

ホームページで公開 

Ｈ22.6.18 庁舎建設特別委員会 

「庁舎建設基本設計発注に向けた条件整理に関する報告」の報告 

「地震による建物の倒壊危険度に関する考察」の報告 

「北本市新庁舎建設基本設計者選定プロポーザルの公示」の報告 

Ｈ22.9.21 
北本市新庁舎建設基本設計者選定プロポーザル 

最優秀者、優秀者の決定 

Ｈ22.9.24 「北本市新庁舎建設基本設計に関し市民との協働する協議会の設置等

を求める決議」庁舎建設特別委員会、市議会の決議 

 ・行政、市民、市職員、各種団体等の代表者から構成される協議会

を設置する等により、市と市民が情報を共有しながら基本設計に

市民の意見を反映させること。 

Ｈ22.10.1 最優秀者である㈱安井建築設計事務所と北本市新庁舎建設基本設計

委託契約締結 

広報きたもとに「特別用途地区の説明会」及び「建築条例のパブリッ

クコメント」について掲載 

 



資料２ 
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北 本 市 新 庁 舎 建 設 基 本 設 計 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の  

審 査 結 果 及 び 審 査 講 評 に つ い て  

 

 

現 在 の 庁 舎 は 、 昭 和 38 年 に 第 1 庁 舎 を 建 設 以 来 、 増 築 等 を 重 ね て

4 棟 の 庁 舎 に 分 散 さ れ て お り 、窓 口 業 務 の 分 散 化 、バ リ ア フ リ ー へ の

対 応 、耐 震 性 能 の 問 題 、多 様 な 市 民 ニ ー ズ に 対 す る 迅 速 な 市 民 サ ー ビ

ス の 提 供 等 を 行 う に も 支 障 を き た し て い ま す 。  

こ れ ら の 問 題 を 解 決 す る と と も に 、北 本 市 の 将 来 像 で あ る「 緑 に か

こ ま れ た 健 康 な 文 化 都 市 」を 実 現 す る た め の 拠 点 と な る よ う な 新 庁 舎

の 建 設 を 目 標 と し て 、 平 成 18 年 度 に 基 本 構 想 、 平 成 20 年 度 に 基 本

計 画 を 策 定 い た し ま し た 。  

こ れ ら に 基 づ き 、北 本 市 の 新 庁 舎 基 本 設 計 に 最 も 適 し た 設 計 者 を 特

定 す る た め 、 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 し ま し た 。  

 

 

第 １ ． 審 査 経 過  

 専 門 知 識 を も つ 学 識 経 験 者 、市 民 団 体 代 表 者 、行 政 関 係 者 か ら な る

「 北 本 市 新 庁 舎 基 本 設 計 者 選 定 審 査 委 員 会 」を 設 置 し 、 3 回 の 審 査 委

員 会 で 審 議 を 行 い 、 最 優 秀 者 及 び 優 秀 者 を 決 定 し ま し た 。  

 

 

１ ． 第 １ 回 審 査 委 員 会 （ 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ２ ６ 日 ）  

委 員 長 、委 員 長 代 理 の 互 選 後 ① 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る

手 続 き 開 始 の 公 示 ② 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 説 明 書 ③ 参 加 表 明 書 評

価 要 領 ④ 技 術 提 案 書 評 価 要 領 等 に つ い て 審 議 し 、 決 定 し ま し た 。 

 

プ ロ ポ ー ザ ル 説 明 書 に 示 し た 技 術 提 案 の テ ー マ  

Ａ ． 配 置 計 画 に つ い て  

建 設 時 の 仮 設 庁 舎 と 既 存 庁 舎 と の 効 果 的 ・ 効 率 的 な 配 置 の 考 え 方

並 び に 新 庁 舎 と 既 存 庁 舎（ 第 ４ 庁 舎 ）及 び 児 童 館 の 一 体 的 な 機 能 配

置 、 敷 地 内 の 動 線 、 周 辺 街 区 と 調 和 の 考 え 方 に つ い て  

 

Ｂ ． 環 境 に 対 す る 負 荷 の 低 減 に つ い て  

自 然 エ ネ ル ギ ー を 用 い た 効 果 的 で 実 現 性 の 高 い 省 エ ネ ル ギ ー 、 省

資 源 等 の 環 境 負 荷 低 減 方 策 と 、 効 果 的 ・ 効 率 的 な 設 備 方 式 の 活 用 に

よ る ト ー タ ル ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト 縮 減 の 考 え 方 に つ い て  



資料２ 
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Ｃ ．防 災・災 害 復 旧 拠 点 と し て の 庁 舎 及 び 敷 地 並 び に 設 備 関 連

に つ い て  

庁 舎 ・ 文 化 セ ン タ ー ・ 北 本 中 学 校 の 連 携 、 庁 舎 内 各 居 室 の 考 え

方 に つ い て  

 

Ｄ ． 事 業 費 削 減 に つ い て  

経 済 的 な 施 設 と な る 建 設 コ ス ト 及 び 管 理 手 法 の 考 え 方 に つ い て  

 

 

２ ． 第 2 回 審 査 委 員 会 （ 平 成 22 年 6 月 24 日 ）  

   平 成 22 年 6 月 1 日 に 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る 手 続 き 開

始 の 公 示 を 行 い 、 6 月 15 日 ま で に 参 加 表 明 書 の 提 出 が あ っ た 8

者 に つ い て 、 会 社 名 等 は 伏 せ て 参 加 条 件 等 の 確 認 を 行 い ま し た 。 

第 一 次 審 査 と し て 、「 設 計 事 務 所 の 能 力（ 業 務 経 歴 、技 術 者 数 ）」

「 担 当 チ ー ム の 能 力 （ 資 格 、 技 術 力 、 経 験 ）」 に つ い て の 、 参 加

表 明 書 評 価 要 領 に 基 づ く 評 価 結 果 の 確 認 を 行 う と 共 に 、「 環 境 負

荷 低 減 に 配 慮 し た 同 種 及 び 類 似 業 務 実 績 」に つ い て の 各 審 査 委 員

に よ る 評 価 を 行 い 、上 位 6 者 を 技 術 提 案 書 提 出 要 請 者 と し て 選 定

し ま し た 。  

 

 

 ３ ． 第 3 回 審 査 委 員 会 （ 平 成 22 年 8 月 27 日 ）  

   第 二 次 審 査 と し て 、技 術 提 案 書 提 出 者 の 会 社 名 等 は 伏 せ て 、公

開 で ヒ ア リ ン グ を 実 施 し 、技 術 提 案 書 に つ い て 技 術 提 案 書 提 出 者

か ら の 説 明 を 受 け 、 審 査 委 員 に よ る 質 疑 を 行 い ま し た 。 そ の 後 、

技 術 提 案 書 に 示 さ れ た ① 業 務 実 施 方 針 （ 取 組 意 欲 ）、 ② 新 庁 舎 へ

の 提 案（ 業 務 の 理 解 度 、業 務 実 施 方 針 の 妥 当 性 、各 課 題 に 対 す る

的 確 性 、独 創 性 、実 現 性 ）に つ い て の 評 価 を 行 い 、各 審 査 委 員 の

つ け た 評 価 点 を 集 計 し 、 最 優 秀 者 、 優 秀 者 を 決 定 し ま し た 。  



資料２ 

 - 3 - 

第 2． 審 査 結 果 及 び 審 査 講 評 に つ い て  

  

１ ． 審 査 結 果  

   

    最 優 秀 者： 株 式 会 社  安 井 建 築 設 計 事 務 所  東 京 事 務 所  

    優 秀 者： 株 式 会 社  山 下 設 計  

 

２ ． 審 査 講 評  

 

   1 次 選 考 を 通 過 し た ６ 社 の プ ロ ポ ー ザ ル は 、 い ず れ も 水 準 が か

な り 高 い も の で あ っ た 。基 本 設 計 者 の 選 定 の た め に 、① 取 組 意 欲 、

② 業 務 の 理 解 度 、③ 実 施 方 針 、④ 技 術 提 案（ 建 物 配 置 計 画 、環 境

負 荷 低 減 、防 災 拠 点 、事 業 費 削 減 の ４ テ ー マ ）の 評 価 項 目 が 設 定

さ れ た が 、６ 社 の プ ロ ポ ー ザ ル は 、い ず れ も こ れ ら の 項 目 に 対 し

て 真 摯 に 応 え た も の で あ り 、 全 般 的 に 好 感 が も て た 。  

   こ の よ う な ６ 社 の プ ロ ポ ー ザ ル の 中 で 、最 優 秀 者 に 選 定 さ れ た

㈱ 安 井 建 築 設 計 事 務 所・東 京 事 務 所 の 提 案 は 、吹 き 抜 け（ エ コ ボ

イ ド ）の あ る 豊 か な 空 間 を 提 案 し た に も か か わ ら ず 、事 業 費 削 減

と い う 設 定 課 題 に 対 し て も 、仮 設 庁 舎 を 建 設 し な い 建 物 配 置 計 画

や 高 効 率 で 経 済 性 の 高 い 個 別 分 散 空 調 の 採 用 に よ っ て 、巧 み に 解

答 を 作 り 出 し て い た 。つ ま り 、豊 か な 空 間 の 創 造 と 事 業 費 削 減 と

い う 二 つ の 課 題 は 、一 般 に は 背 反 す る も の と 捉 え ら れ が ち で あ る

が 、快 適 な ヴ ォ リ ュ ー ム を 確 保 し た た め に 上 昇 し た コ ス ト を 、仮

設 庁 舎 の 不 採 用 や 個 別 分 散 空 調 と い う イ ニ シ ャ ル コ ス ト も ラ ン

ニ ン グ コ ス ト も リ ー ズ ナ ブ ル な 空 調 方 式 の 採 用 に よ っ て 、低 減 さ

せ 元 に 戻 し て い る わ け で あ る 。  

上 記 の ほ か 、環 境 負 荷 低 減 と い う 課 題 に 対 し て は 、Low-E ガ ラ

ス に よ る 高 断 熱 化 、自 然 通 風 、省 エ ネ 照 明 、太 陽 光 発 電 、雨 水 利

用 な ど の 手 法 が 採 用 さ れ て お り 、 コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス が 高 く 、

必 要 十 分 で 無 理 の な い 対 策 と 言 え る 。ま た 、防 災 拠 点 と い う 課 題

に 対 し て も 、機 動 的 且 つ 機 能 的 な 対 応 が 取 れ る 計 画 が 提 案 さ れ て

お り 、 申 し 分 な い も の と 思 わ れ る 。  

こ の よ う に 、㈱ 安 井 建 築 設 計 事 務 所・東 京 事 務 所 は 、技 術 提 案

の 内 容 が 非 常 に 優 れ て お り 、取 組 意 欲 、業 務 の 理 解 度 、実 施 方 針

に お い て も 問 題 が な く 、他 の 5 社 と は か な り 差 を も っ て 最 優 秀 者

と し て 選 定 さ れ た 。  
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次 に 、優 秀 者 に 選 定 さ れ た ㈱ 山 下 設 計 で あ る が 、当 社 の 提 案 は 、

最 優 秀 者 の 提 案 と は か な り 対 照 的 な も の で あ っ た 。す な わ ち 、事

業 費 の 削 減 に 対 応 す る た め に 、両 端 コ ア の 基 準 階 を 持 つ コ ン パ ク

ト な 形 状 が 提 案 さ れ た 。確 か に 、こ れ は 事 業 費 の 削 減 に 繋 が る と

思 わ れ る が 、一 方 で 、狭 め ら れ た 空 間 が コ ス ト 削 減 の 犠 牲 に な っ

て い る 面 も あ る と 考 え ら れ 、評 価 が 多 少 低 く な っ た 。し か し 、コ

ス ト 削 減 の た め の ス タ デ ィ は 他 社 の ど れ よ り も 緻 密 で あ り 、信 頼

性 は 高 か っ た 。も ち ろ ん 、環 境 負 荷 低 減 や 防 災 拠 点 と し て の 計 画

も 十 分 で あ り 、 安 心 で き る 提 案 で あ っ た 。  

こ れ ら 以 外 の 各 社 の 提 案 に お い て も 、桜 並 木 を 軸 と し た 緑 溢 れ

る 庁 舎 の 提 案 と か 、低 コ ス ト の 地 中 熱 源 ヒ ー ト ポ ン プ の 設 置 と か 、

い く つ か 期 待 を 抱 か せ る 提 案 が 見 ら れ た 。し か し 、い ず れ も 、部

分 や 一 要 素 に 関 わ る 提 案 で あ っ た の で 、プ ロ ポ ー ザ ル 全 体 を 高 め

る と こ ろ ま で は い か ず 、最 優 秀 者 の レ ベ ル ま で は 到 達 し な か っ た 。 

 

 

        北 本 市 新 庁 舎 基 本 設 計 者 選 定 審 査 委 員 会   

             委 員 長  坂 本  雄 三 （ 東 京 大 学 教 授 ）  

 

 

 

 

 

○ 北 本 市 新 庁 舎 基 本 設 計 者 選 定 審 査 委 員 名 簿  

 

氏   名  役  職  等  

坂 本  雄 三 （ 委 員 長 ）  
東 京 大 学  大 学 院 工 学 系 研 究 科  

建 築 学 専 攻 教 授  

原  進 一 （ 委 員 長 代 理 ） 東 京 理 科 大 学  総 合 研 究 機 構 教 授  

田 島  和 生  北 本 市 自 治 会 連 合 会  会 長  

新 井  康 夫  埼 玉 県 営 繕 工 事 事 務 所  所 長  

下 田  正 幸  北 本 市 副 市 長  
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 北本北本北本北本市新庁舎建設基本設計業務市新庁舎建設基本設計業務市新庁舎建設基本設計業務市新庁舎建設基本設計業務    提案提案提案提案概要概要概要概要書書書書    

実施方針実施方針実施方針実施方針    

「コミュニケーション庁舎」「コミュニケーション庁舎」「コミュニケーション庁舎」「コミュニケーション庁舎」        市民を結びつけ活力ある庁舎をつくる市民を結びつけ活力ある庁舎をつくる市民を結びつけ活力ある庁舎をつくる市民を結びつけ活力ある庁舎をつくる    

「利用しやすい庁舎」「利用しやすい庁舎」「利用しやすい庁舎」「利用しやすい庁舎」        市民が利用しやすい機能的（フレキシブル）な庁舎をつくる市民が利用しやすい機能的（フレキシブル）な庁舎をつくる市民が利用しやすい機能的（フレキシブル）な庁舎をつくる市民が利用しやすい機能的（フレキシブル）な庁舎をつくる    

「楽しい庁舎」「楽しい庁舎」「楽しい庁舎」「楽しい庁舎」            市民が喜びを感じる豊かな庁舎をつくる市民が喜びを感じる豊かな庁舎をつくる市民が喜びを感じる豊かな庁舎をつくる市民が喜びを感じる豊かな庁舎をつくる    

    

提案書提案書提案書提案書    

みどりに囲まれたみどりに囲まれたみどりに囲まれたみどりに囲まれた    市民をむすぶ市民をむすぶ市民をむすぶ市民をむすぶ    やさしい庁舎やさしい庁舎やさしい庁舎やさしい庁舎    

北本市の緑豊かで快適な生活環境を維持しつつ、少子高齢社会にも柔軟に対応可能な「市民をむ「市民をむ「市民をむ「市民をむ

すぶやさしい庁舎」すぶやさしい庁舎」すぶやさしい庁舎」すぶやさしい庁舎」を実現します。 

また、豊かな自然と都市環境が共存するまちの中心に、市民の『ふれあいと交流の森市民の『ふれあいと交流の森市民の『ふれあいと交流の森市民の『ふれあいと交流の森』』』』をつくります。 

 

テーマテーマテーマテーマＡ．配置計画Ａ．配置計画Ａ．配置計画Ａ．配置計画についてについてについてについて    

仮庁舎をつくらず周辺環境に配慮した仮庁舎をつくらず周辺環境に配慮した仮庁舎をつくらず周辺環境に配慮した仮庁舎をつくらず周辺環境に配慮した 3333 階建低層庁舎階建低層庁舎階建低層庁舎階建低層庁舎    

地域で考える配置計画地域で考える配置計画地域で考える配置計画地域で考える配置計画    

■ 『市民交流』と『安心・安全』の２本軸を実践する配置計画『市民交流』と『安心・安全』の２本軸を実践する配置計画『市民交流』と『安心・安全』の２本軸を実践する配置計画『市民交流』と『安心・安全』の２本軸を実践する配置計画    

・ 市庁舎・児童館・文化センターを結ぶ市民交流の軸を歩行者ネットワークとして整備し、各施設の有機

的な連携を目指します。 

・ 従来の防災施設に市庁舎『みどりの広場』が連携することで防災拠点の性能を大幅に強化します。 

低層の市庁舎による配置計画低層の市庁舎による配置計画低層の市庁舎による配置計画低層の市庁舎による配置計画    

■ 周辺環境に配慮した低層市庁舎周辺環境に配慮した低層市庁舎周辺環境に配慮した低層市庁舎周辺環境に配慮した低層市庁舎    

・ 周辺部は２階建て、中央部は３階建てとし、周辺住宅地への威圧感をなくすことに配慮します。 

・ 隣接する３階建ての文化センターや北本中学校とのバランスを保ちつつ、低層の良好な街並み空間を維

持します。 

■ 明確な歩車分離明確な歩車分離明確な歩車分離明確な歩車分離    

・ 北側、南側、西側、３方向からのスムーズなアプローチを確保します。 

・ 市民用エレベーターと階段のある吹き抜け空間（エコボイド）を中心に、市民が動きやすく、利用しや

すい動線計画とします。 

・ 駐車場は敷地西側に集約配置し、『みどりの広場』を中心とした歩行者空間と、明確な歩車分離を行い

ます。 

・ 北側前面道路の一部を歩行者専用（案）にすることによって、みどりの広場を中心に市庁舎と文化セン

ターをより一体化し、誰もが安全に安心して利用できるシビックコアを提案します。 

■ 周辺施設、外部広場と結びつく配置・動線計画周辺施設、外部広場と結びつく配置・動線計画周辺施設、外部広場と結びつく配置・動線計画周辺施設、外部広場と結びつく配置・動線計画    

・ みどりの広場やひだまり広場（屋外）、市民ホールなどの様々な市民活動スペースを各所に確保し、市

民のためのコミュニケーション創りを支援します。 

・ みどりの広場を囲むように新市庁舎、児童館を配置し、文化センターとの連携も考慮します。 
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テーマテーマテーマテーマＢＢＢＢ．．．．環境に対する負荷の低減について環境に対する負荷の低減について環境に対する負荷の低減について環境に対する負荷の低減について    

周辺環境に配慮した自然エネルギーを活用する低層庁舎周辺環境に配慮した自然エネルギーを活用する低層庁舎周辺環境に配慮した自然エネルギーを活用する低層庁舎周辺環境に配慮した自然エネルギーを活用する低層庁舎    

地域で考える環境計画地域で考える環境計画地域で考える環境計画地域で考える環境計画    

■ 人と「まち」にやさしい緑の人と「まち」にやさしい緑の人と「まち」にやさしい緑の人と「まち」にやさしい緑の低層低層低層低層庁舎庁舎庁舎庁舎    

・ 敷地外周部の豊かな緑空間と、通りに対してセットバックした屋上緑化により人と街にやさしい低層庁

舎を実現します。 

■ ビル風を引き起こさないビル風を引き起こさないビル風を引き起こさないビル風を引き起こさない低層庁舎低層庁舎低層庁舎低層庁舎    

・ 冬の風上、北北西に位置する文化センターを越えない高さの低層庁舎にすることで、４～５階建ての中

層庁舎の場合に起こるビル風を引き起こしません。 

・ 地域に根付いた樹木配置により、西側および北側には常緑樹木を、南側には落葉樹木を植樹します。冬

の季節風を遮ると同時に『人』にやさしい外部空間づくりを目指します。 

■ 日当り良好な北側日当り良好な北側日当り良好な北側日当り良好な北側    『みどりの広場』『みどりの広場』『みどりの広場』『みどりの広場』 

・ 低層庁舎にすることで、『みどりの広場』をはじめとして、北側近隣への日影の影響を最小限に留めま

す。 

■ 新たな新たな新たな新たな「まち」の顔となる「まち」の顔となる「まち」の顔となる「まち」の顔となる「「「「ひひひひだまり広場」だまり広場」だまり広場」だまり広場」 

・ 庁舎南側には『ひだまり広場』を設けます。 

・ 冬の季節風を避ける穏やかな広場。春は市民に親しまれる桜並木の歩道空間として、四季を通じて市民

の憩いの場を提供します。 

・ 『ひだまり広場』は市庁舎の南側の「顔」づくりに寄与するとともに、南側住宅地への緩衝スペースと

しての役割も果たします。 

低層庁舎による環境計画低層庁舎による環境計画低層庁舎による環境計画低層庁舎による環境計画    

■ 外部負荷特性に適応する外壁・外窓計画の採用外部負荷特性に適応する外壁・外窓計画の採用外部負荷特性に適応する外壁・外窓計画の採用外部負荷特性に適応する外壁・外窓計画の採用    

高断熱性の外壁・外窓・屋根高断熱性の外壁・外窓・屋根高断熱性の外壁・外窓・屋根高断熱性の外壁・外窓・屋根    

・ 外壁面の高断熱化に加え、外窓に高遮熱高断熱複層ガラス（LOW-E ガラス）を用い、外部熱負荷を

最小限に留め、空調エネルギーを最小化します。 

北側外装計画北側外装計画北側外装計画北側外装計画 

・ 『みどりの広場』に面して自然換気型ダブルスキンを提案します。 

・ 大きな開口率で、北側の市民協働スペースにやわらかな自然光を導きます。 

・ 夏季の外部負荷低減、冬季の断熱性能向上、春・秋季の自然通風の採用など、緑豊かな『みどりの広場』

と連携する計画とします。 

地域特性を活かし、多様な室内環境に対応するグリーン庁舎地域特性を活かし、多様な室内環境に対応するグリーン庁舎地域特性を活かし、多様な室内環境に対応するグリーン庁舎地域特性を活かし、多様な室内環境に対応するグリーン庁舎    

■ 経済性・機能性を両立する環境技術の採用経済性・機能性を両立する環境技術の採用経済性・機能性を両立する環境技術の採用経済性・機能性を両立する環境技術の採用    

・ 市庁舎機能の特性や寒暖差の大きい気候特性に加え、経済効率を考慮し、実効性の高い環境メニューを

提案し、環境にやさしいグリーン庁舎を実現します。 

→ＣＯ２削減率４０％以上を目指します。→ＣＯ２削減率４０％以上を目指します。→ＣＯ２削減率４０％以上を目指します。→ＣＯ２削減率４０％以上を目指します。    
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テーマテーマテーマテーマＣ．防災･災害復旧拠点としての庁舎及び敷地並びに設備関連についてＣ．防災･災害復旧拠点としての庁舎及び敷地並びに設備関連についてＣ．防災･災害復旧拠点としての庁舎及び敷地並びに設備関連についてＣ．防災･災害復旧拠点としての庁舎及び敷地並びに設備関連について    

地域防災活動の核となる低層庁舎地域防災活動の核となる低層庁舎地域防災活動の核となる低層庁舎地域防災活動の核となる低層庁舎    

地域で考える防災計画地域で考える防災計画地域で考える防災計画地域で考える防災計画    

■ 既存施設と連携し既存施設と連携し既存施設と連携し既存施設と連携した『市民のための災害防災拠点』た『市民のための災害防災拠点』た『市民のための災害防災拠点』た『市民のための災害防災拠点』    

防災シビックコア・・・災害の軸の設定による地域防災拠点づくり防災シビックコア・・・災害の軸の設定による地域防災拠点づくり防災シビックコア・・・災害の軸の設定による地域防災拠点づくり防災シビックコア・・・災害の軸の設定による地域防災拠点づくり 

・ 新市庁舎、文化センター、北本中学校を有機的に結びつけ、災害拠点づくりを行います。 

・ 新市庁舎と北本中学校に防災軸を設定し、災害時の一体的な機動力・連携力で市民救済サービスを行い

ます。 

・ 防災軸に沿って、新市庁舎駐車場（物資集積）、第４庁舎（防災備蓄倉庫）、本町公園（仮設テント）、

北本中学校体育館（避難施設）、北本中学校グランド（ヘリポート・物資輸送拠点）を連携し、加えて

『みどりの広場』や新市庁舎を中心とする市民への情報提供や仮設施設の設置などにより、高い防災シ

ビックコアを実現します。 

■ 市民防災活動拠点となる『みどりの広場』市民防災活動拠点となる『みどりの広場』市民防災活動拠点となる『みどりの広場』市民防災活動拠点となる『みどりの広場』    

・ 芝で覆われた『みどりの広場』は、仮設テントヤードとして一次市民救済拠点となります。 

・ 『みどりの広場』に面して、防災井戸やマンホールトイレなどの設置を考慮します。 

■ 災害時にも重要な市民テラス災害時にも重要な市民テラス災害時にも重要な市民テラス災害時にも重要な市民テラス    

・ 庇下空間（市民テラス）は、災害時にも天候に左右されない防災活動を可能とし、災害情報ボードや防

災伝言板の設置により、最新情報や復旧に向けての情報を速やかに市民に提供します。 

・ 市民テラスのイベント用電源は、災害時には防災用として電力を供給します。（非常用発電機回路） 

■ 食料調達施設との連携食料調達施設との連携食料調達施設との連携食料調達施設との連携    

・ 災害時に食料配給拠点となる文化センターや今後計画される児童館に炊き出し機能を持たせ、さらに第

４庁舎との連携により、災害直後の安定した食料調達を実現し、市民の生命を守ります。 

■ ボランティアの拠点となる第ボランティアの拠点となる第ボランティアの拠点となる第ボランティアの拠点となる第 4444 庁舎庁舎庁舎庁舎    

・ 第４庁舎の一部をボランティア活動拠点として利用可能にし、長中期復興活動の市民・職員協働スペー

スづくりを行います。 

・ 必要な耐震補強を行い、長く防災備蓄倉庫として機能可能とします。 

■ 地域防災を形づくる市民コミュニティの構築地域防災を形づくる市民コミュニティの構築地域防災を形づくる市民コミュニティの構築地域防災を形づくる市民コミュニティの構築    

・ 災害時の被害を最小限に留めるためには、地域防災・地域コミュニティへの関わりが重要です。 

・ 市民交流の場としての『市民ホール』や『市民参画スペース』を日常の市民コミュニティ活動に利用す

る他、地域防災ネットワークの情報交流の場として活用することを提案します。 

・ 市民テラスの災害情報ボードや防災伝言板は、通常時は市民情報ボードなどとして利用する他にも、災

害に対する日常の備えの重要性を広く市民に発信する場をします。 
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速やかな防災活動が可能な低層庁舎速やかな防災活動が可能な低層庁舎速やかな防災活動が可能な低層庁舎速やかな防災活動が可能な低層庁舎    

3333 階階階階    指揮中枢フロア指揮中枢フロア指揮中枢フロア指揮中枢フロア    ・ 執行部門、議会部門により構成される 3 階は、災害時の指揮・

指令中枢機能として稼動します。 

・ 災害対策本部となる庁議室からは「みどりの広場」や北本中学校、

文化センターの状況と直に監視することが可能です。    

2222 階階階階    災害情報収集・対策フロア災害情報収集・対策フロア災害情報収集・対策フロア災害情報収集・対策フロア    ・ 各執務ゾーンでは、災害時の市内の交通、家屋、農業施設等への

被害状況を把握し、情報を共有します。対策検討後は、3 階の指

揮部門、1 階の市民情報提供、交換部門へん速やかに方針を伝え

ます。 

1111 階階階階    市民サポートフロア市民サポートフロア市民サポートフロア市民サポートフロア    ・ 市民ホールやふれあいストリートは、屋外の庇下空間（市民テラ

ス）と一体になり、災害時の情報提供・情報交換の場などに活用

できるようにします。 

■ 速やかな緊密連携・・・短い動線速やかな緊密連携・・・短い動線速やかな緊密連携・・・短い動線速やかな緊密連携・・・短い動線    

・ 庁舎の両サイドと中央吹抜に縦動線を設けることで、低層庁舎ならではの緊密な連携を可能にします。 

■ 市民生活をサポートする市民ホール市民生活をサポートする市民ホール市民生活をサポートする市民ホール市民生活をサポートする市民ホール    

・ 大規模災害後の復興期において、市民の経済再建や心理的ケアに向けた相談窓口の仮設ブース開設を想

定し、電源等を用意します。 

高い安全性とコストパフォーマンスの庁舎高い安全性とコストパフォーマンスの庁舎高い安全性とコストパフォーマンスの庁舎高い安全性とコストパフォーマンスの庁舎    

■ 高い耐震性能の有する防災庁舎高い耐震性能の有する防災庁舎高い耐震性能の有する防災庁舎高い耐震性能の有する防災庁舎    

・ 鉄骨造による『低層高耐震フレーム』で構成される低層庁舎は、官庁施設の総合耐震設計基準における

Ⅰ類の最高ランクを実現します。 

・ 非構造部材や建築設備についても、それぞれ A 類および甲類とし、災害時にも機能する庁舎づくりを

します。 

■ 災害時に万全な備えを有する防災庁舎災害時に万全な備えを有する防災庁舎災害時に万全な備えを有する防災庁舎災害時に万全な備えを有する防災庁舎    

・ 重要な機器やサーバーが設置される室や防災機器室などの重要室には、床免震システムを導入し、災害

直後の機能維持を図ります。 

・ 詳細な防災機能のあり方について検討し、免震構造の採否についても詳細に検討します。 
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テーマテーマテーマテーマＤ．事業費削減についてＤ．事業費削減についてＤ．事業費削減についてＤ．事業費削減について    

コンパクトシティにふさわしい経済的合理性の高い持続可能な庁舎を実現コンパクトシティにふさわしい経済的合理性の高い持続可能な庁舎を実現コンパクトシティにふさわしい経済的合理性の高い持続可能な庁舎を実現コンパクトシティにふさわしい経済的合理性の高い持続可能な庁舎を実現    

仮設庁舎をつくらない「低層庁舎」で大幅コスト削減と工期短縮が可能仮設庁舎をつくらない「低層庁舎」で大幅コスト削減と工期短縮が可能仮設庁舎をつくらない「低層庁舎」で大幅コスト削減と工期短縮が可能仮設庁舎をつくらない「低層庁舎」で大幅コスト削減と工期短縮が可能    

■ コストを抑えながら高い品質の庁舎をつくるコストを抑えながら高い品質の庁舎をつくるコストを抑えながら高い品質の庁舎をつくるコストを抑えながら高い品質の庁舎をつくる    

・ 仮設庁舎をつくらない建替え計画を実現します。 

・ 鉄骨造３階（一部２階）建ての低層庁舎により、建設コストを抑えながらも、高い耐震性能を有する新

庁舎を実現します。 

・ 施設内容の分析による規模の最適化と鉄骨造工法の選択に加え、仮設庁舎をつくらないことで、最短の

建替え完了を実現します。 

■ 早期の市民サービス開始早期の市民サービス開始早期の市民サービス開始早期の市民サービス開始    

・ 行政エリアの工事を先行することにより、着工から１年以内で新庁舎での市民サービス開始が可能とな

ります。 

・ STEP ２接続部分においても仮設外壁を公用車庫外壁に転用するなど無駄のない工事計画と、先行供

用開始部分への STEP2 の工事の影響が最小限となる工夫を行います。 

■ 低層化による面積削減効果低層化による面積削減効果低層化による面積削減効果低層化による面積削減効果    

・ 建物の階数を少なくすることで、階段や通路などの共用部面積を最小限とすることができます。必要面

積を維持しながら共用部面積削減（対報告書案 Z 案）を実現し、建設コストを削減します。 

・ 建物を低層に抑えることで自然光を採り入れるエコボイドの建設コストも最少限にとどめることが可

能となります。また、建物の低層化は外壁面積を減少させ、外装コストを削減します。（対報告書案 Z 

案） 

■ 個別熱源方式による面積削減個別熱源方式による面積削減個別熱源方式による面積削減個別熱源方式による面積削減    

・ 個別熱源方式の採用により、中央熱源機械室が不要となり、床面積が削減できます。（対報告書案 Z 案） 

建設コストの削減案建設コストの削減案建設コストの削減案建設コストの削減案    

■ 低層庁舎の特性を活かした合理的基礎形式低層庁舎の特性を活かした合理的基礎形式低層庁舎の特性を活かした合理的基礎形式低層庁舎の特性を活かした合理的基礎形式    

・ 「扁平地中梁」により掘削底を地下水位（GL-2 ｍ程度）よりも高い位置とします。このことより掘

削コスト、山留・水替など地中工事費用の大幅な削減と工期短縮が可能となります。 

・ さらに、低層鉄骨造の比較的軽量な上部構造体の特性と地中 20 ｍまでに見られる良好地盤の摩擦抵

抗を利用し、杭長を短くできる「節付摩擦抵抗杭」を提案します。 

ランニングコストの削減案ランニングコストの削減案ランニングコストの削減案ランニングコストの削減案    

■ 長寿命・高効率で維持管理が容易な庁舎長寿命・高効率で維持管理が容易な庁舎長寿命・高効率で維持管理が容易な庁舎長寿命・高効率で維持管理が容易な庁舎    

ランニングコストの削減ランニングコストの削減ランニングコストの削減ランニングコストの削減    

・ 地域の気候特性を考慮した外壁の高断熱化や窓ガラスの断熱化により、外部負荷の影響を最小限にしな

がらランニングコストを抑える計画とします。 

・ 照明器具に LED を採用するとともに、直達日射の極めて少ない北面や太陽高度が高く日射制御の容易

な南面には、開口率の高い窓を設け、昼光を多く取入れ、昼光センサーによる照明制御により、照明コ

ストを削減します。 
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・ 高効率型の空調設備機器や全熱交換型換気設備機器を採用し、空調設備コストを削減します。 

・ 節水型衛生機器の採用や雨水再利用システムを導入し、上水使用量を削減します。 

メンテナンスコストの削減～セルフメンテナンスが可能な庁舎メンテナンスコストの削減～セルフメンテナンスが可能な庁舎メンテナンスコストの削減～セルフメンテナンスが可能な庁舎メンテナンスコストの削減～セルフメンテナンスが可能な庁舎    

・ 長寿命な LED の採用など取替え・更新の費用がかからない計画を目指します。併せて、外壁やガラス

の防汚処理、サッシディテールの工夫、水切端部処理などエイジングとメンテナンスに配慮した外観デ

ザインとします。 

・ 庁舎の窓ガラスは全て室内側から清掃できる計画とします。３階部分はセットバックバルコニーから、

そのほかの部分はメンテナンスデッキから、など各々の場所において安全な清掃環境を整備します。職

員による清掃、メンテナンスを前提とした施設計画とします。 

ＬＣＣ１４．６％削減ＬＣＣ１４．６％削減ＬＣＣ１４．６％削減ＬＣＣ１４．６％削減    

・ 負荷抑制による空調消費エネルギー低減、照明エネルギーの最小化、エネルギーの効率的利用、搬送動

力の低減等によりライフサイクルコストを 14.6％低減します。 

以上 
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今後のスケジュールについて 

Ｈ22年度中 

 
特別用途地区、地区計画、準防火地域について 

・説明会の実施 

10月 19日、23日 18：30～  

文化センター第１・２会議室 

・都市計画構想案縦覧 

・都市計画説明公聴会 

・都市計画の縦覧 

 新庁舎基本設計 

・広報きたもと 12月号への情報掲載予定 

基本設計者の紹介 

今後のスケジュール 

協議会の公募（市民） 

・協議会の設置 

  市民参画により基本設計を行うため、行政、市民、各種団体等の

代表者から構成される協議会の設置を行う。 

・基本設計実施 

 基本案の作成を行い、協議会で協議を行い基本設計の策定を行う。 

Ｈ23年度 

実施設計業務委託 

特別用途地区、地区計画、準防火地域について 

 ・都市計画審議会（市） 

 ・都市計画決定告示 

Ｈ24年度 新庁舎建設工事 

Ｈ25年度 新庁舎建設工事 

 



北本市行政文化拠点の都市計画の決定（変更）について 【都市計画案の概要】

◇ 都市計画決定（変更）の目的

当地区は、ＪＲ高崎線北本駅西口から
都市計画道路西中央通線を通り、駅前
広場から約５００ｍ、北本市のほぼ中央
に位置し、古くから、市役所、文化セン
ター等の行政・文化、公共施設が集中し
ており、北本市総合振興計画で「行政・
文化拠点」に位置付けられています。

都市計画道路西中央通線W=22m

区画道路1号（拡幅予定）

区画道路2号（拡幅予定）

区画道路5号

区画道路6号

文化拠点」に位置付けられています。

市では、まちづくりの取り組みとして、
北本駅周辺から荒川に至る地区（東西
都市軸西側区域）について「まちと人と
みどりが心地よく交流する魅力あるまち
づくりの推進」を目標に、平成21年度に
は東口エレベーター整備事業を始めま
した。今後、歩道整備、西口広場改修な
どを予定しており、当地区へのアクセス
は安全・安心に、ますます良好となり、
北本市行政文化拠点地区としての質の
向上が図られることとなります。

当地区を北本市行政文化拠点地区と

北本市文化センター

北本中学校

凡例

計画区域（約6.0ha）

地区施設道路

地区施設自転車歩行者道区画道路3号（拡幅予定）区画道路4号（拡幅予定）

自転車歩行者道1号（新設）
当地区を北本市行政文化拠点地区と
して、将来にわたり、周辺住環境への配
慮を図りながら、行政・文化の拠点地区
にふさわしい土地利用と、この集積を活
かした機能拡充を図るため、用途不適
合である市庁舎及び文化センターにつ
いて、特別用途地区を特別用途地区を特別用途地区を特別用途地区を定め、建築用途建築用途建築用途建築用途
制限の緩和を制限の緩和を制限の緩和を制限の緩和を図るものです。また、併せ
て地区計画地区計画地区計画地区計画、準防火地域準防火地域準防火地域準防火地域を定め、安全
安心で防災性の高い、緑豊かなまちづく
りを図ります。

◇ 「北本市行政・文化拠点 特別用途地区」(案) ◇ 「北本市行政・文化拠点地区 地区計画」(案) ◇ 「準防火地域」(案)

北本市役所

◇ 「北本市行政・文化拠点 特別用途地区」(案)

本地区（約６．０ha)を、北本市行政・文化拠点特別用途
地区に決定し、庁舎及び文化施設の用に供する建築物の
制限（緩和）を、建築条例で定める。

■条例の概要

緩和する建築物・・・市庁舎、文化センター

緩和する建築物に付加する構造等・・・幅員9m以上道路
への接道、最低敷地5000㎡以上、最高高さ20m程度、地
上3階以上の建築物の壁面位置は道路境界3m以上、隣地
境界5m以上 、罰則

◇ 「北本市行政・文化拠点地区 地区計画」(案)

北本市行政・文化拠点特別用途地区に関連して、周辺
環境と調和した景観形成や防災性の向上、拠点にふさわ
しい道路を配置するため地区計画を定める。

■地区整備計画の概要

地区整備計画（道路等）・・・区画道路6本、歩行者自転
車道路１本

地区整備計画（建築物等）・・・建築物の形態意匠の制限、
垣・さくの制限、敷地内緑化

◇ 「準防火地域」(案)

北本市行政・文化拠点特別用途地区に関連して、災害
時等の防災活動拠点となる当地区の、建築物の不燃化促
進と火災時の延焼の危険を避けるため、準防火地域を指
定する。 ↓準防火地域内での建築制限の概要

対象となる建築物 構造

① 地上4階以上又は延べ面積1500㎡超 耐火建築物

② ①以外で面積500㎡超1500㎡以下 準耐火建築物以上

③ ①②以外で地上3階以上 準耐火又は一定基準の建築物

④ 上記以外の木造建築物 防火構造

その他、屋根の不燃材料の使用、延焼の恐れのある開口部の防火戸その他防火設備の設置がある
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